
神奈川県石油コンビナート等防災計画の修正状況 

 

コンビナート地域における高圧ガスの製造許可等の権限※を横浜市及び川崎市に

令和７年４月１日に移譲することに伴う修正、及び前回修正（令和２年３月）以降

の時点修正を行う。 

※ 高圧ガスの製造許可等の権限とは「①高圧ガス保安法」及び「②脱炭素成長型経済構造への円滑な

移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」に関する権限であり、これらの権

限移譲に関する条例案（事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案）は、①については

令和６年第３回県議会定例会で原案可決、②については令和７年第１回県議会定例会に提出中。 

 

１ 経緯 

神奈川県石油コンビナート等防災計画の修正素案について、令和６年９月の

県、横浜市、川崎市、関係機関及び特定事業者の代表で構成する神奈川県石油コ

ンビナート等防災本部幹事会における審議及び県民意見反映手続を行い、石油コ

ンビナート等防災計画の修正案をまとめた。 

 

２ 県民意見の募集結果 

 (1) 意見募集期間 

令和６年10月28日（月）から令和６年11月26日（火）まで 

(2) 意見提出方法 

電子メール、郵送、ファクシミリ 

(3) 意見募集結果 

  １件 

(4) 意見とその反映状況 

ア 意見 

区 分 件 数 

１ 権限移譲に伴う修正に関する意見 ０件 

２ 時点修正に関する意見 １件 

 計画に掲載する「地区別特定事業所立地概況図」を、最

新の図に更新すべき 

合 計 １件 

      

資料１ 



イ 反映状況 

区 分 件 数 

Ａ 計画に反映させるもの １件 

Ｂ 意見の趣旨が既に計画に盛り込まれているもの ０件 

Ｃ 今後の取組において参考にするもの ０件 

Ｄ 計画に反映できないもの ０件 

Ｅ その他 ０件 

合 計 １件 

 

３ 主な修正内容 

 (1) 権限移譲に伴う県、横浜市及び川崎市の役割の見直し 

権限移譲後も、従前と同様にコンビナート地域における防災活動、応急活動

等が適切に実施できるよう、県、横浜市及び川崎市の役割を見直し、実施責任

や処理すべき事務等に反映する。 

(2) 時点修正 

・ 大型の石油タンクに義務付けられている地震対策について、猶予期間が

令和６年３月に満了したことを踏まえた修正を行う。 

・ 危険物施設に関する風水害対策を推進するため、特定事業所において、

国の防災基本計画に沿った規程類の整備及び必要な措置等を講じる旨を追

加する。  

・ 機関名の追加・変更等の語句修正を行う。 

     


